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小規模農家向け融資に見る中国の金融包摂
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〔要　　　旨〕

本稿の目的は、中国における小規模農家向け融資に焦点を当て、事例に基づき資金需要が

どのように満たされているのか、貸し手がどのように対応しているのかを示し、改めて金融

包摂について考えることにある。

貸し手による信用割当があるなかで、地域内の小規模農家をよく知る貸し手が、審査や資

金調達を工夫しながら可能な範囲で融資を実現している本稿の事例は、地域限定的かつ小規

模だが包摂に貢献している。また、資金を提供する者やソーシャルレンディングのような資

金を募る者が小規模農家に資金供給する場合も、小規模農家をよく知る貸し手を活用するこ

とで、彼らに資金を供給し、包摂に寄与することができる。

本稿の事例では、小規模農家をよく知る地元の主体と、それ以外の役割を担う地域外の主

体が連携して融資を可能としている。このように、様々な主体が様々な領域で役割を果たし

ていくことの積み重ねが、融資における包摂の基礎であると考える。
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第に可能となりつつある。しかし、依然普

及途上かつその有効性の程度は不明であり、

これにより融資の包摂がなされていると言

うには時期尚早であろう。

本稿が中国の小規模農家向け融資に着目

するのは、三農（農業・農村・農民）問題の

解消が依然として課題であり、そうしたな

かで農家向けの融資対応や農村の金融包摂

の重要性が指摘されているためである。中

国の実情は、王（2019）が報告しているよ

うに、農家は農業生産資金だけでなく生活

関連資金についても金融機関から融資を受

けることが難しい場合がある。特に小規模

農家や貧困層は、リスクが高い、融資申請

額が少額である、あるいは貧困扶助制度の

対象であるなどの理由から、金融機関から

融資対象として認知されない場合すらあ

る
（注2）
。したがって、金融包摂が必要とされる

状況にあると言えよう。

小規模農家を含む農家への融資という視

角から金融包摂を考える際に、鍵となる概

念のひとつは信用割当（Credit Rationing、

以下「割当」という）である。割当の意味は

大きく分けて２つある。１つは、「資金需要

があるにもかかわらず、金融機関が借り手

の信用状態に応じて貸出制限を行うこと、

および借り手に対して貸出枠を設定する状

況（渡辺・佐々木編（2004））」であり、この

分野の必読文献であるJaffee and Russell

（1976）の定義もこれに近い。もう１つは、

「借り手が、貸し手の求めより高金利を支

払う用意があるにもかかわらず、望む融資

額を受けとることができない状況（Tirole

はじめに

本稿の目的は、中国における農家向け融

資、特に金融機関から融資を受けることが

困難な小規模農家向け融資の取組事例に焦

点を当て、小規模農家の資金需要がどのよ

うに満たされているのか、資金供給者（以

下「貸し手」という）がどのように対応して

いるのかを示し、改めて金融包摂（Financial 

Inclusion）について考えることにある。

金融包摂とは、「全ての主体が（中略）有

益で手頃な金融サービスへのアクセスを持

つこと」を言う
（注1）
。こうした概念は、それ自

体が包摂されない主体の存在を前提として

いる。融資におけるそうした主体の一例は

農家である。農業は自然条件に左右されや

すく、その収益は不安定で、農業金融は比

較的長期の資金を必要とするなどの理由か

ら、リスクが高いと言われてきた。そのた

め農業を営む農家、特に小規模農家は、し

ばしば資金調達が難しいとされている。そ

して、農業収入の変動リスクにより、農業

以外の資金調達も難しくなりがちである。

時として金融包摂は、以上のような利用

主体だけでなく特定地域を対象とする場合

もある。農業が主として行われる農村はそ

の例である。農村は、都市と比べ金融サー

ビスを提供する拠点に乏しい。近年は、拠

点の乏しさを補う技術変化が進みつつあり、

情報通信関連技術の普及による金融インフ

ラの整備、典型例としては手元の端末によ

り多様な金融サービスを受けることが、次
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市場のない状況と比べ金融による包摂が達

成されれば、確実に賃金率が上昇すること

を指摘している。以上の理論は、主として

貧困層を対象としているが、小規模農家に

も当てはまる部分が多いであろう。なぜな

ら、小規模農家には貧困層が多く、彼らは

農業生産、生活、農業以外の事業等の多様

な資金を必要とする場面があるからである。

それではこうした問題を解消、解決して

いくために何が必要であろうか。抽象的に

言えば、情報の非対称性を解消し、融資を

円滑にすることである。しかし、それは用

語の短さとは裏腹に、そう簡単に達成され

るものではないであろう。

本稿の問題意識はまさにここにある。す

なわち、情報の非対称性から生じる割当を

どのように解消しようとしているのか。そ

して、そのことによって小規模農家がどの

ように包摂されているのかを、中国におけ

る実践例に基づき考察することで、本稿の

目的を達成したいと考えている。

本稿の構成は次のとおりである。次節で

は中国における金融包摂の現状について述

べ、第２節では、小規模農家向け融資に対

応する３つの事例を紹介する。第３節では

それぞれの事例がいかに割当の問題を解消

すべく行動し、包摂に取り組んでいるかを

考察する。
（注 1） 世界銀行ウェブサイト https://www.
worldbank.org/en/topic/financialinclusion/
overview 2010年以降、各国の金融包摂への取組
みを受けて、金融サービスにアクセスできない
者は減少したが、それでもまだ17億人が包摂の
対象から取り残されていると言う。取り残され
る主な対象としてしばしば例示されるのは、中

（2005））」であり、この概念もいま１つの必

読文献であるStiglitz and Weiss（1981）以

来しばしば用いられている。

２つのいずれの意味においても、割当は

選別をもたらし、包摂されないあるいは十

分に包摂されない借り手を生み出す。つま

り割当は金融包摂を難しくするのである。

割当が借り手にもたらす不利益は、以下の

ように整理されている。すなわち、信用へ

のアクセスが限られているため、必要な資

金を得られず、利益稼得の機会を失う可能

性があることに加えて、その結果として

世代をまたいで貧困を再生産しうる（Ray

（1998））。また、貸し手が融資の条件として

担保を求める場合も割当を生じさせること

がある（Bester（1985）、Besanko and Thakor

（1987）ほか）。その場合、担保となる資産を

持たない主体の資金調達機会は限られてし

まうため、利益の稼得機会がそうした資産

の有無に依存することとなる。

これに加え、割当の影響は労働市場の側

面からも議論される。例えばBanerjee and 

Newman（1993）は、資金を得られず利益

稼得機会を失った主体は、生計を立てるた

めに自らの労働力を他人に提供して賃金を

得なければならず、労働市場にそうした人

が多い場合は賃金率が下がり、貧困層の生

活が一層厳しくなって、貧困層の貧困から

の脱却が阻まれる可能性があることを指摘

した。このように信用市場の動向が労働

市場にも影響を及ぼすのである。Besley, 

Burchardi and Ghatak（2019）は、以上の

状況を想定した一般均衡分析を行い、信用
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括的に対応することとなっている。

さらに、18年、共産党中央・国務院は「国

家農村振興戦略計画（2018～2022年）」（国家

乡村振兴战略规划〔2018-2022〕）を公表した。

そこでは、農村において金融包摂の取組み

を強化し、金融機関の体制整備を含む多様

な農村金融サービスを供給する主体を形成

していくことを重視している。

（2）　農村の金融包摂に関する研究と

取組状況

こうした方針や計画のもとで、農村の金

融包摂が重視されるようになったが、杜ほ

か编（2018）は、金融のなかでも農業・農

村金融が依然として最も弱い分野であると

指摘している。その農業・農村金融の弱さ

の一例として、魏・黄主编（2019）は、農

業生産資金において需要のある中長期資金

の供給が少ないという問題を抱えているこ

とを指摘している。中国人民银行农村金融

服务研究小组编（2019）から農業農村関連

融資の数値を確認すると、農家が主な貸出

対象となる農業生産資金関連の貸出残高は、

09年末の1.9兆元から18年末には3.9兆元へ

と増加している。しかし、同期間の金融機

関の総貸出残高に占める割合は4.6％から

2.9％へ低下し、残高の前年比伸び率も25.2％

から1.8％へ鈍化した。

農業生産資金と消費資金を合わせた農家

向けの貸出残高は、09年末の2.1兆元から18

年末には9.2兆元へと増加しており、総貸出

残高に占める割合も上昇傾向にある。それ

でも依然問題は残されている。李・王主编

小企業、農家、貧困層、障害者等である。
（注 2） 相対的に小規模な農家のリスクが高いとい
う固定観念や、貸し手にとっての期待利得が小規
模農家において低いことから割当を受けやすい
ことを論じている文献としてCarter（1988）が
ある。

1　中国の金融包摂の現状

（1）　金融包摂関連政策

中国は、90年代初期からマイクロファイ

ナンスや零細企業向け融資の強化を進めて

きた。2005年からは金融包摂への取組みを

積極的に推進しており、その研究も精力的

に進められるようになってきた。

その取組みや研究の成果を踏まえながら、

13年11月の中国共産党第18期中央委員会第

３回全体会議において「改革の全面的深化

における若干の重大な問題に関する中共中

央の決定」が採択された。この時、初めて

最高指導部から金融包摂を発展させること

が経済政策の方針として打ち出された。

また、16年１月に公表された「金融包摂

発展計画（2016～2020年）」では、今後の目

標として、20年までに小康社会（いくらかゆ

とりのある社会）を遂げるにふさわしい金

融包摂体制を構築することを掲げており、

それに向けてフィンテックが果たす役割が

大きいことを強調している。

そして、この計画では、金融サービスへ

の需要のある各層に、適切かつ効果的な金

融サービスを提供することが掲げられてい

る。もちろん、その対象には零細企業、農

家（農民）、都市・農村部の低所得層、貧困

層、身体障害者、高齢者なども含まれ、包
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銀行ATMが、全ての村にPOS端末が設置

されつつあり、18年末時点においてATM

やPOS端末等が設置されている郷鎮の割合

は96.3％に達している。

また、金融サービスの質的側面も改善さ

れたと言う。情報通信技術の発展により場

所や地域を選ばずサービスを提供すること

が可能となるなかで、金融機関も多様なサ

ービスを提供し始めている
（注3）
。

他方、冯ほか（2019）は、農業経営体が

金融機関から容易に資金を借り入れること

は難しく、彼らにとって借入金利などのコ

ストが比較的高いという状況に変わりはな

いことを指摘している。また、何・何・郭

（2018）は、17年の農家調査の結果、借入需

要のあった705戸のうち、485戸が正規の金

融機関または非正規金融組織から資金調達

でき、このうち165戸が正規の金融機関か

ら借入申請の満額を、60戸が正規の金融機

関から借り入れることができたものの申請

額には満たず、非正規金融組織から借り入

れたことを報告している。また、残りの260

戸は非正規金融組織のみを利用しており、

依然として多くの農家が非正規金融組織か

ら資金調達していることが明らかにされて

いる。

以上の研究成果は、金融包摂のなかでも

融資の包摂には難しさが伴うことを示して

いる。
（注 3） 中国のこの経験は、World Bank（2018）に
とりまとめられている。

（2016）は、14年の農家向け貸出残高は5.4

兆元であるが、実際の借入資金需要規模は

8.5兆元と推計しており、その不足額は3.1

兆元であり、資金需要が満たされていない

状態が続いていることを明らかにしている。

近年は、農村の金融包摂に関する研究も

盛んである。冯ほか（2019）は、その研究

をミクロ的研究、ミクロとマクロの中間的

な研究、マクロ的研究に大別している。ミ

クロ的研究には、金融サービスを提供する

銀行等が行う農村の金融包摂の現状と課題

等を分析したものが多い（例えば、孙（2017））

が、理論的な研究成果は少ないこと、ミクロ

とマクロの中間的な研究では、省農村信用

連合社、決済や信用担保など金融インフラ、

信用格付けなどを取り上げ、取引費用低下

や情報非対称性の軽減についての分析・研

究が行われていることを指摘している。マ

クロ的研究では、金融包摂にかかわる法律

や政策、金融当局の監督制度などが取り上

げられている（例えば、孟・粟（2018））。

最近の農村を含む金融包摂への取組みや

課題については、金融監督当局である中国

銀行保険監督管理委員会（銀保監会）および

中国人民銀行が、国全体の取組みの進捗状

況等をまとめている。中国人民银行农村金

融服务研究小组编（2019）によると、農業

銀行等の大手銀行５行、株式制商業銀行10

行は体制整備を行い、金融包摂を推進・実

行する部署である「普恵金融事業部（部門、

センター）」を設けて実務にあたっている。

また、中国银行保险监督管理委员会・中国

人民银行（2019）によれば、全ての郷鎮に
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よれば、村と村人の情報をよく知っている

ことが合作社の最大の強みであり、それが

無担保で貸し出すことができる主な要因で

あるとのことであった。

本稿の焦点である小規模農家向けの貸出

については、次のとおりである。組合員の

ほとんどが小規模農家であり、彼らの資金

需要として農業関連資金、生活資金および

農業以外の小規模事業資金があるなか、合

作社はいずれの資金需要にも対応している。

2,000元（約３万円）程度の少額の肥料購入

資金等にも対応する。貸出期間は６か月か

ら12か月の短期資金が多く、貸出金利は貸

出額や貸出先にかかわらず年率14.4％であ

り、近隣の金融機関の貸出金利の水準より

高めである。また、農業経営の規模にかか

わらず無担保・無保証で貸し出すことを原

則としている。現在のところ、不良債権は

ない。

聞き取りによれば、融資申込みのうち15％

程度は謝絶していると言う。謝絶の理由は、

申込人の正直さ、真面目さの不足による場

合が多く、資金使途としては賭博資金に利

用されることが明白な場合が多いためであ

るとのことであった。

合作社が抱える問題点を理事長等に聞い

たところ、第１は組合員の資金ニーズへの

対応が不十分なこと、第２は信用事業に精

通する人材が不足していることであり、資

金需要への対応と人材育成に力を入れたい

とのことであった。
（注 4） 筆者らは18年10月にこの合作社で聞き取り
調査を行った。

（注 5） 信用事業を行うためのライセンスを持つ農

2　事例紹介

農家を経営規模別に見たとき、融資にお

いて最も包摂することが難しいであろう小

規模農家への融資に相当程度対応している

事例を紹介する。紹介事例は３つであり、

それぞれ事例Ａ、事例Ｂ、事例Ｃとする。

事例Ａは、農民専業合作社の信用事業の例

であり、事例Ｂはソーシャルレンディング

の活用、事例Ｃは農村商業銀行と村民委員

会の連携の例である。

（1）　事例Ａ

―信用事業を行う農民専業合作社―

事例Ａは、信用事業を行う農民専業合作

社の例であり、王（2019）が取り上げたＨ

合作社である
（注4、5）
。

この合作社は、04年に設立され、同年に

合作社内部に資金互助協会を設立した。資

金互助協会は出資者を募り、その出資者に

対して貸出を行っていたが、13年にこれを

資金互助部として合作社の一事業部とし、

資金決済等も行えるようにするなど出資者

の利便性を高めながら現在に至っている。

18年10月の組合員数は920人であり、組合

の貸出残高は1,600万元であった。

合作社の資金互助部による組合員への融

資の決定は、７人いる役職員のうち理事長、

信用部長および担当渉外職員の３人の合議

で決定する。

貸出の多くは無担保・無保証となってい

る。理事長および信用部長への聞き取りに

農林中金総合研究所 
https://www.nochuri.co.jp/



農林金融2019・12
25 - 721

村資金互助社数は45である（中国人民 行 村
金融服 研究小 （2019））。現在、中国政府は、
不適切なガバナンス、貸出原資の不足、経営コ
ストの高さ等の金融機関としての経営継続性の
問題を理由に、信用事業を行う合作社等の新規
認可を中止している（World Bank（2018））。一
方で、ライセンスの発行は受けていないが、試
験的に信用事業を行っている合作社もあり、事
例Ａの農民専業合作社はその 1つである。ちな
みに、農民専業合作社法に、農民専業合作社が
実施可能な事業として信用事業の記載はない。

（2）　事例Ｂ

― 宜農貸によるソーシャルレンディ

ング―

中国では07年頃からP2Pやソーシャルレ

ンディングが急速に普及した（趙・水ノ上

（2017））。しかし、最近は貸し手の淘汰が進

むなど状況が変わりつつある。ここでは社

会的企業の要素を持つ宜農貸という企業が

行う農家女性向けソーシャルレンディング

の事例を示す
（注6）
。これは、宜農貸が借入れを

希望する団体をウェブサイトに掲示し、そ

こへ資金提供をしたい不特定多数の者から

資金を集め、宜農貸がそれをとりまとめて

団体に貸出して、団体が小規模農家に融資

する例である
（注7）
。宜農貸は宜信（CreditEase）

の子会社であり、09年から農家への金融サ

ービスの提供を行っている。宜農貸がこの

事業を開始したのは、金融サービスを提供

する組織としての強みを生かし、資金を必

要とする農家の金融包摂に貢献するため、

宜信グループのCSRの一環として意義のあ

る事業を行っていくためである。しかし、

宜農貸が集められる資金量にも限界がある

ため、国の指定する貧困扶助地域の農家へ

の資金供給に絞って事業を進めている。

宜農貸は、同社ウェブサイトを通じて不

特定多数の者から、あるいは４万人に上る

グループ会社職員から年利２％で資金を募

り、資金が集まったところで地域に根差し

て事業を行っている団体に年利３％で資金

を貸し出す。資金提供者は、自らが資金を

提供したい団体を選択することができる。

宜農貸を通じて資金供給を受けた団体は、

独自に金利を設定して農家等の資金需要者

へ資金を貸し出す。すなわち、宜農貸は資

金のとりまとめ役であり、宜農貸が直接農

家に貸出をするわけではないのである。

宜農貸が資金をとりまとめるうえで条件

としていることは、資金提供者となった後

は、原則としてその債権を譲渡できないこ

とである。

宜農貸が団体に資金を貸し出すうえで、

条件となっていることもいくつかある。ま

ず、資金貸出期間は１年が最長である。第

２に、貸出を実施する地域は、国が指定す

る貧困扶助を必要とする地域である。第３

に、資金受取団体は、主として貧困農家に

貸し出す。第４に、資金使途は特に定めら

れていないが、１戸あたりの貸出限度額は

２万元となっている。そして第５に、資金

受取団体が農家へ貸し出す際の債務者は、

原則60歳以下の既婚女性としている
（注8）
。

宜農貸のなかには、この事業にかかわる

２つの部署がある。１つは資金提供者とな

る貸し手を募集する部署であり、１つは資

金を受け取り、農家に貸出を行う団体の探

索、審査等を行う部署である。

後者が資金受取団体を探索し、決定する
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受取団体を通じて多くの人に利用してほし

いと言う。しかし、労働ができないなどを

理由に極度の貧困に陥っている農家につい

ては、各資金受取団体も資金を貸し出すこ

とが困難であるとのことであり、そうした

農家は、政府の福祉政策によって対処され

ているとのことであった。

最後に、この資金を受け取ったある農民

専業合作社の理事長は以下のように述べて

いる。組合員には小規模農家が多い。合作

社では、組合員に多様な資金ニーズがある

ものの、これまでそれに十分な対応をする

ことができなかった。宜農貸から200万元

の資金を受け取り、年利5.5％で組合員に貸

出した。彼らの融資希望額は少額のものが

多く、貸出は数千元からあり、資金使途も

農業生産資金、生活資金、小規模事業資金

と多様である。原則無担保で貸出している

が、これまで不良債権化した貸出はなく、

組合員から合作社、合作社から宜農貸への

返済も滞りがなかった
（注9）
。

この資金は、金利も低く合作社と組合員

にとって有益な資金であり、宜農貸から調

達した後、早期に全てが貸出された。しか

し、この資金を加えても全ての組合員のニ

ーズ、必要資金額に応じた貸出対応ができ

ていないという現状がある。仮に宜農貸か

らの受取資金が400万元となっても足りな

いと考えている。
（注 6） 本稿が紹介する取組みのほかに、ウェブサ
イトからファンドを通じて自らが望む先に、自
らの責任において資金を供給する一般的なP2P
レンディングの枠組みを利用したものもある。

（注 7） 聞き取りは18年11月に行った。なお、趙・
水ノ上（2017）は、P2Pネット金融のうち北京

手順は次のとおりである。同社グループと

連携する非営利組織があり、そこが貧困扶

助指定地域で、貧困扶助に資する公益的な

活動をする団体の情報を集め、宜農貸に情

報提供する。宜農貸はそのなかから資金受

取候補団体を絞り込み、その後実際に訪問

して、当該団体の管理運営体制等を確認し、

内部審査を行う。審査を通過した団体は、

ウェブサイトに掲示、紹介され、予定した

資金が集まったところで宜農貸と契約し、

資金受取団体となる。宜農貸が契約するの

はあくまで資金受取団体であり、資金受取

団体が資金供給する個別の借り手に対する

責任およびリスクは負わない。

宜農貸からの資金受取団体となっている

のは、貧困扶助協会等の非営利組織や農民

専業合作社等であり、一定の地域内におい

て貧困層を中心とした住民や農家をよく知

る団体が選ばれている。

宜農貸は、これまで14省27団体に資金を

提供し、09年から18年11月の聞き取り時ま

での間に、これらの団体を通じて累計３億

元、2.5万人に資金を貸出している。なお、

これまで返済されなかった債権はない。

貸出限度額を設定するとともに資金受取

団体を分散しているのは、融資のリスク分

散というよりもむしろ多くの貧困層に資金

を供給したいとの考えからである。また、

団体あたりの資金供給額は一定額に抑え、

偏った資金供給はしていない。これまで最

も多額の貸出を行った先は400万元であっ

た。

宜農貸職員への聞き取りによれば、資金
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としていた。

16年の聞き取り時点において、Ｃ村にお

けるこの連携融資の利用戸数は約100戸と

のことであった。Ｃ村を担当していたＣ農

商銀行支店での聞き取りはこの時限りであ

る。

両者が連携に至った理由は次のとおりで

ある。貸し手であるＣ農商銀行は、渉農貸

出
（注11）
に力を入れることが政府より促されてお

り、渉農貸出への取組実績は、政府から金

融機関への助成金等の優遇措置に影響を及

ぼしていた。これに加えて、もともとＣ農

商銀行は農村信用社が前身で、農家への融

資は必要と考えており、Ｃ農商銀行として

は、Ｃ村民委員会との連携を含む多様な取

組みを通じて、農村部における有力顧客の

掘り起こしを期待していた。そして、この

村民委員会との連携融資の多くは13年頃に

始まっている。

Ｃ村民委員会がＣ農商銀行と連携した理

由は、これまで以上に村民による金融アク

セスが円滑となること、特に、村民の疾病

等による急な資金需要に有益であるとの考

えが強かったからである。そして、この仕

組みの利用実績に応じてＣ農商銀行からＣ

村民委員会に報酬がもたらされることにな

っていたためである。

その後、19年に聞き取った同行の本店職

員によれば、Ｃ村民委員会に限らず、村民

委員会との連携融資は縮減しているとのこ

とであった。そして、この仕組みには問題

点が多く、既にＣ農商銀行はこれを推進し

ていないとのことであった。

同城翼龍網絡科技有限公司（翼龍貸）の事例を
中心に論じているが、本稿が対象とする宜農貸
についての言及もある。

（注 8） 聞き取りによれば、この仕組みの導入は、
親会社である宜信の創業者がノーベル平和賞受
賞者であるムハンマド・ユヌス氏（グラミン銀
行創設者）に会い、同氏の取組みの影響を受け
たためであるとのことであった。

（注 9） なお、この合作社は、聞き取り後も継続し
て宜農貸からの資金受取団体となっているとの
ことである。

（3）　事例Ｃ

― 農村商業銀行と村民委員会の

連携―

この事例は農村商業銀行（以下「農商銀

行」という）が小規模農家への貸出を行う際

に、小規模農家の住む村の村民委員会と連

携する例である。Ｃ農商銀行が連携する村

民委員会は複数あるが、本稿ではＣ農商銀

行とＣ村民委員会の連携事例を示す
（注10）
。

Ｃ農商銀行は、Ｃ村民委員会と村民向け

の融資について協力することとした。協力

にあたって、Ｃ農商銀行では各戸を３つに

ランク分けした。ランク分けは、各戸が持

つ資産等を基にしており、ランクによって

貸出枠が設定される。16年の聞き取り時に

おいて、Ａランクは１戸あたり５万元、Ｂ

ランクは３万元、Ｃランクは２万元を限度

額とし、どのランクの世帯も年利７％で担

保なしに借り入れることができる仕組みで

あった。この貸出金利の水準は近隣企業へ

の平均貸出金利より低いとのことであった。

Ｃ農商銀行では、これを農家評価システム

と呼んでおり、Ｃ村民委員会の協力を得な

がらこの評価システムに登録された情報を

改め、精度を増しながら運用していくこと
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ある。
（注10） 筆者らは16年 8月にＣ農商銀行のＣ村（Ｃ
村民委員会）を担当する支店の支店長に聞き取
りを行った。この事例に関する聞き取りは、依
然不十分な部分もあるが、小規模農家向け融資
に関する興味深い例であると考え、事例として
取り上げた。なお、Ｃ農商銀行（本店職員）に
は19年 6月にも村民委員会との連携融資につい
て聞き取りを行った。

（注11） 渉農貸出は、農林漁業、農家、農村および
都市の農産物加工や流通企業等の農業関連産業
への貸出の総称である。農村信用社の説明と合
わせ、詳しくは王（2017）を参照。

3　事例の考察

本節では各事例の考察を行う。考察は、

一般考察と経済理論的考察に分けられる。

一般考察は、各事例における事象が生じて

いる理由等を、経済理論的考察は、各事例

における事象が経済理論的にどのように説

明可能かを論じている。

（1）　事例Ａの考察

ａ　一般考察

事例Ａは、融資を受けにくい者がいると

いう事実があること、金融機関の対応が一

部の層に対して不十分で、誰に対しても門

戸が開かれているわけではないことを念頭

に包摂の検討を始めなければならないこと

を示している。事例の合作社が信用事業を

行っているのは、特定地域（ここでは村）に

おける外部（地域外）の貸し手（特に銀行）

からの借入れが困難な層（小規模農家を中

心とする組合員）がおり、彼らに比較的短期

の資金需要が厳然とあることに対応するた

めである。したがって、融資における包摂

なぜこの仕組みがうまく機能せず、縮減

することとなったのか。聞き取りから以下

の３点があげられる。

第１に、Ｃ農商銀行における情報の蓄積

がある。村民委員会の協力を得て情報を蓄

積することで、情報の精度が増し、その過

程で徐々に明らかになったことがあると言

う。例えば、畜産融資はリスクが高いこと、

園芸への融資は手堅いことが明らかになる

につれ、貸出枠を設定することがＣ農商銀

行にとってはリスクであることがわかって

きた。したがって、リスクが高いと考えら

れる案件にこの貸出枠が利用されやすく、

逆選択の問題が生じる懸念があったのであ

る。

第２に、大規模農家と離農していく小規

模農家とに農家が区分され始めたことであ

る。このとき、特に問題となるのは、離農

した世帯が行う小規模事業の開業資金への

対応であった。これは貸出枠を設けて行う

融資として適当でなく、Ｃ農商銀行は個別

の事業の性質や需要に応じて対応すべき融

資であると考えていた。しかし、この資金

需要は比較的旺盛であり、小規模事業自体

は離農した世帯だけでなく、農閑期の小規

模農家も行うことから、予期せぬところで

連携融資の枠組みが多用される可能性があ

ったようである。

第３にあげられるのは、村民委員会の負

担である。利用実績に応じた報酬はあるも

のの、村民から借入申請がある度に、Ｃ農

商銀行職員と面談し、情報提供しなければ

ならない。それが負担となっていたようで
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ている。こうした情報を有しているがゆえ

に、貸出可否の判断が可能なのである。し

たがって、組合員であっても場合によって

は謝絶される。その結果、聞き取り時点で

は不良債権を抱えていない。合作社の理事

長によれば、組合員から資金を調達し、組

合員に貸出して運用することが原則である

ことから、課題は調達不足で組合員の資金

需要に対応できていないことであると言う。

組合員への融資が適切になされ、確実に

返済されていることは、直ちに合作社の収

益となる。その収益の源泉となる貸出にあ

たって必要となる情報は常々収集されてお

り、融資の申請に合わせた追加の費用をあ

まり必要としない。したがって、外部の貸

し手にとっての第２の問題である融資額あ

たりにかかる費用も事例の合作社では低く

抑えることができる。こうした循環が、合

作社による小規模農家を中心とする組合員

への融資を可能にしていると考えられる
（注14）
。

ｂ　経済理論的考察

経済理論的に考えると、事例Ａは特定地

域（典型例は村）においてその地域内の情報

を持つ唯一の貸し手による貸出の例によっ

て多くが説明できそうである
（注15）
。事例Ａは、

合作社の理事長が話しているように、村と

村人の情報を知っていることが最大の強み

であり、組合員である借り手のタイプを知

っているがゆえに、貸出可否も決定するこ

とができる。

通常ここから得られる含意は、貸し手が

全ての超過利潤（以下「レント」という）を

の概念から言えば、少なくとも組合員とな

っている小規模農家は、合作社のこの取組

みにより包摂されている主体であると言え、

これがなければ包摂されていないこともあ

りうる。

小規模農家が外部の貸し手の貸出対象と

なりにくいのはなぜであろうか。外部の貸

し手のうち銀行の言い分は、主として２つ

ある
（注12）
。第１は融資判断のための十分な情報

を持たず、貸出リスクが高いこと、第２は

融資額あたりの費用が高く、少額資金需要

への対応が困難なこと、である
（注13）
。

一方、外部の貸し手による小規模農家へ

の対応が難しいなか、合作社の信用事業が

対応可能なのはなぜであろうか。それは、

外部の貸し手が持つ上述の問題を一定程度

解消しているからであり、このことが事例

合作社に組合員向け資金を貸出可能なもの

としていると言える。王（2019）に言及さ

れているように、信用事業からの収益はほ

とんどないとのことだが、一方で損失を計

上しているわけでもない。信用事業継続の

主たる要因は、外部の貸し手が持つ第１の

問題、すなわち情報を持たないという問題

を解消していることにあると考えられる。

外部の貸し手から見れば、組合員はリスク

が高く貸し出せない対象であるかもしれな

いが、事例合作社にとってはそうではない。

実際に資金需要もある。貸出対象先である

合作社の組合員は、合作社が活動する村の

住民であり、村という小範囲であるがゆえ

に、合作社役職員は、組合員の営農、農外

就業の状況、生活、家族の事情等を把握し
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獲得するということである。しかし事例は

異なるレントの分配構造を持っている。そ

れは一律金利を採用している点から導かれ

る。一律金利は、リスクの高い借り手にレ

ントを分配している可能性がある。すなわ

ち、合作社は唯一の貸し手としてリスクの

高い借り手にそのリスクに応じた高い金利

を設定することができるが、そうはせず、

リスクに応じた高い金利と一律金利との差

をレントとして借り手に分配していること

になる。仮に、このリスクの高いタイプが

小規模農家であるならば、彼らにとってこ

の資金調達はメリットとなるであろう。こ

のことは貸し手が合作社で、借り手が合作

社の組合員であることが影響しているかも

しれない。そして、合作社が行う信用事業

からの利益がほとんどないということは、

借り手の一部にメリットを提供しつつ、合

作社が経営可能な範囲で利息を付している

結果であるとも考えられるのである。
（注12） 農村信用社であった頃は農家に近い存在で
あったある農商銀行の職員が、私的見解と断っ
たうえで、小規模農家への融資対応について次
のように言及した。「小規模農家が必要とする農
業生産資金、小規模事業資金および生活資金の
いずれの資金需要についても概して融資するこ
とは困難であるし、対応も消極的である。小規
模農家による農業向けの資金需要は少なく、あ
っても少額である。生活資金も同様である。こ
れらと比べ小規模農家が行う小規模事業向け資
金需要は旺盛であるが、やはり少額であること
が多い。したがって、融資額あたりのコストが
高く、非効率である。加えて、銀行は良質な貸
出先を好むが、彼らはその対象とは言いがたく、
むしろリスクが高いと考えている。もちろん融
資の諾否は、担保を含め貸出先を総合的に評価
し決定されるが、そもそも小規模農家の農業生
産資金と生活資金に対応することは少ないし、小
規模事業向けは内容次第で検討する。近隣の小
規模農家は、農業生産資金および生活資金を必

要とする場合はインフォーマル金融を利用して
いるだろうし、生活資金について対応する金融
機関は小額貸出会社であり、農商銀行ではない
と考えている。」ちなみに、この農商銀行の営業
地区内に信用事業を行う農民専業合作社はない。

（注13） 融資規模（Loan Size）は、それ自体スク
リーニングの対象となる。例えばMilde and 
Riley（1988）を参照。

（注14） 利用する組合員からの信用を勝ち得ている
ことも信用事業を支える要因である。理事長へ
の聞き取りによれば、同合作社が資金互助協会
を設立する前、現在の組合員の多くは親類や友
人から必要資金を調達しており、合作社が資金
互助協会を設立してからも、合作社の理念や取
組みを理解してもらうまで、あまり利用が進ま
なかったとのことであった。

（注15） 事例Ａの経済理論的説明については補論を
参照。

（2）　事例Ｂの考察

ａ　一般考察

宜農貸においても、少なくとも借入れ困

難な農家がいることは想定されている。た

だし、宜農貸は、自らが農家に融資を行う

ことが難しいことを認識しており、このこ

とが融資可能な団体に資金を託している理

由でもある。

事例Ｂは、事例Ａの拡張例と考えられる。

事例Ａは合作社が組合員に貸し出す例であ

ったが、事例Ｂもこれとまったく同じ仕組

みを含んでいる。異なるのは資金調達手段

である。事例Ｂでは、小規模農家を含む貧

困層への貸出を実施する団体は、外部資金

を受け入れてそれを貸し出しており、宜農

貸がその外部資金を提供する主体と資金受

取団体とをつなぐ機能を果たしている。宜

農貸を介して資金を提供する者から見れば、

P2Pにより自らが直接融資する場合と比べ、

宜農貸が資金需要のある団体を選別してい
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しやすい。特に、事例Ｂでは、資金受取団

体が必要とする資金調達能力を、宜農貸が

補完していると考えることができる。この

場合の理論的帰結として、資金提供者が資

金受取団体から定額の報酬を受け取ること

が合理的である。

次に、第２段階として資金受取団体と個

別貸出先である組合員（小規模農家）との関

係について確認する。この関係は事例Ａの

仕組みとほぼ同じである。しかし異なる点

が少なくとも２点ある。それは外部から資

金を調達していることと、宜農貸からの資

金調達金利が低く、確認された例では貸出

先への貸出金利が低いことである。外部か

らの資金調達は、貸出原資の増加となり、

これまで包摂できなかった案件に対応する

ことが可能となる。そして、貸出金利の低

下については、それ以外の条件が同じであ

るとすれば、個別の借り手の借入金利が低

下した分、その借り手のレントが増えるこ

とになる。すなわち個別の借り手の効用は

上昇する
（注17）
。

（注16） 事例Ｂの経済理論的説明については補論を
参照。

（注17） 事例Ｂの資金受取団体である農民専業合作
社が組合員から調達する金利は年利 4％程度と
のことであり、宜農貸からの調達金利である 3％
より高い。

（3）　事例Ｃの考察

ａ　一般考察

Ｃ村民委員会が、村民の資金需要に対す

る金融機関の対応をどれほど認識していた

かは定かでない。しかし、Ｃ村民委員会の

この取組みは意欲的であり、Ｃ村民委員会

ることによりリスクは低い。しかし同時に

リターンも低下している。宜農貸にとって

この事業はCSRであり、政府が推進する農

村振興や都市と農村の格差等の社会的問題

の解消に個人が貢献できることを訴求して

いることから、資金提供者の利回り追求志

向を抑えた設計になっており、年利２％

（18年の預金基準金利は年利1.5％程度）と低

水準になっている。

ｂ　経済理論的考察

事例Ｂは、事例Ａの応用例であり、ある

地域の情報を得るために費用のかかる地域

外の貸し手（貸し手集団）から、地域内の貸

し手への業務委託と捉えることができる。

メカニズムとしては２段階のモデルでおお

よその説明ができそうである。第１段階は、

資金提供者と資金受取団体との関係であり、

これはモラルハザードの懸念が生じるなか、

依頼人が代理人から定額の報酬を受け取り、

代理人は努力に応じて利得が変動する依頼

人代理人モデルとして、第２段階は事例Ａ

と同じく、特定地域においてその地域内の

情報を持つ唯一の貸し手による貸出の例と

して説明可能である
（注16）
。

まず、資金提供者および宜農貸と資金受

取団体との関係から確認する。事例Ｂを見

る限り、資金受取団体は融資先を見定め、

その債権を管理する資金運用能力を有して

おり、資金提供者のその能力が資金受取団

体に肉薄することは想定しがたい。この肉

薄度合いと比べれば、資金受取団体が資金

調達能力で資金提供者に接近する方が想定
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と大きく変わらないかもしれない。

ｂ　経済理論的考察

事例Ｃは、村という特定地域を舞台とし、

事例Ａのように村内の情報を持つ貸し手が

おらず、外部の貸し手が資金供給主体とな

っている例として説明することができる
（注19）
。

Ｃ農商銀行は外部の貸し手であり、村の

情報をよく知るＣ村民委員会と連携するこ

とで、情報の非対称性を緩和している。た

だし、この連携における貸出リスクは全て

農商銀行が負っている。

Ｃ村の借り手は、３つのランク（＝タイ

プ）に分けられていた。タイプ別となって

いるということは、タイプ分けが可能な借

り手の情報を得ていることの表れでもある。

また、Ｃ村では７％という金利が設定され

ており、聞き取りによれば、この金利水準

は近隣の一般的な貸出金利と比べそん色の

ないものであった。

そして、タイプ分けが可能なので、Ｃ農

商銀行は各タイプに応じた利子率を設定で

きるが、Ｃ村では一律金利が採用されてい

た。このことが、連携縮減の理由のひとつ

として考えられるかもしれない
（注20）
。

金利が一律であることは、一部の借り手

にメリットをもたらしている可能性がある。

特にＣ村に設定された７％という金利水準

は近隣の一般的な貸出金利と比べそん色な

く、これを考慮すると、ランクの低い借り

手にメリットがあったと考えられる。これ

は事例Ａと同様の帰結である。

しかし、問題はＣ農商銀行にある。外部

は、村民の金融へのアクセスが一層円滑な

ものとなり、全村民が融資における包摂の

対象となることを目指していること、この

仕組みが少なくとも急な資金需要にも対応

可能なものとして考えていることは明らか

であろう。

これに対し、Ｃ農商銀行は有力顧客の掘

り起こしを目的としており、包摂を目的と

していない。加えて、Ｃ農商銀行に、農家

への融資を概念に含む渉農貸出に取り組む

意向はあるものの、それは小規模農家に限

ったものではないし、むしろ家庭農場
（注18）
のよ

うな大規模個別経営体に目が向きやすいと

考えられる。

そして、既に前節の事例で述べたように、

農商銀行と村民委員会の連携は、双方とも

継続することが困難な状況にあり、縮減さ

れている。

当初の目的である有力顧客の掘り起こし

は、Ｃ村民委員会との連携によって一定程

度情報を得ることで達成され、その後はＣ

農商銀行が各戸に貸出枠を設定してリスク

を負うよりも、資金需要に応じて個別に対

応することが合理的であると考えるように

なったと推察される。しかも、個別対応で

あれば、金利の調節も担保の徴求も可能で

あり、貸出先の適切なスクリーニングが可

能である。この適切なスクリーニングが全

ての者に実施され、融資されるとしても、

貸し手の資金量の制約や借り手が持つ担保

の性質によって借入れが困難な例が生じ続

ける可能性がある。もしそうであるなら、

非正規金融組織の利用が続くなどこれまで
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（注19） 事例Ｃの経済理論的説明については補論を
参照。

（注20） 縮減理由が、延滞等にあり、それが連携継
続のメリットをそいだのであれば、経済理論的
視点からは、参加条件が満たされなくなったた
め縮減されたと考えることもできる。

（4）　横断的考察

―事例に見る小規模農家向け融資―

本稿で示した３つの事例を、割当を検討

するうえでの基礎的用語も交えながら横断

的に考察する。

第１に割当の存在である
（注21）
。既に割当とい

う用語の２つの意味について紹介したが、

「資金需要があるにもかかわらず、金融機

関が借り手の信用状態に応じて貸出制限を

行うこと、および借り手に対して貸出枠を

設定する状況（渡辺・佐々木編（2004））」に

ついては、全ての事例において当てはまる

と考えられる（第１表）。一方、「借り手が、

貸し手の求めより高金利を支払う用意があ

るにもかかわらず、望む融資額を受けとる

ことができない状況（Tirole（2005））」に

ついては明確に当てはまらない。ただし、

の貸し手であるＣ農商銀行が一律金利を採

用し続けることは、Ｃ村民委員会と連携す

るメリットを生かすことができないばかり

でなく、ほかの外部の貸し手と同じ扱いと

なる可能性がある。

もし、Ｃ村民委員会からの情報を有効活

用し、Ｃ農商銀行がリスクの低い貸し手の

みに、相応の金利より少し低い金利を提示

すれば、リスクの低い借り手はＣ農商銀行

を利用する。そして、残るリスクの高い借

り手は外部のほかの貸し手に任せるという

構造を作り出せば、ほかの貸し手はリスク

の高い貸し手に相応の金利を設定するしか

ない。このとき、リスクの低い貸し手に対

してＣ農商銀行は唯一の貸し手となること

が可能となり、そこからレントを得られ、

その一部を報酬という形でＣ村民委員会に

分配することも可能となる。したがって、

理論上は、金利を借り手のタイプごとに設

定するのが合理的であると考えられる。
（注18） 家庭農場とは、農業を主な収入源としなが
ら、主に家族労働力を用いて大規模に農業経営
する経営体のことである。

事例A 事例B 事例C
合作社（村レベル）
による融資

宜農貸から合作社へ
資金供給、融資は合作社

農商銀行と村民委員会の
連携融資

貸し手としての特徴 小規模農家をよく知る地域内
の貸し手

資金を集める力のある金融
サービスグループから小規模
農家をよく知る地域内の貸し
手への資金供給

借り手（村民）の情報を持つ主
体と外部の金融機関との連
携

割当1（渡辺・佐々木編（2004））
割当2（Tirole（2006））
包摂のターゲット

あり
ありと推察

組合員（主として小規模農家）

あり
…

貧困層（主として小規模農家）

あり
…

村民（小規模農家が大半）

割当研究の
基礎項目

金利
担保
ランク分け

一律
なし
なし

一律
なし
なし

一律
なし
あり

資料 　筆者作成

第1表　割当の基礎項目の各事例への適用
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金利の設定は本稿における考察の重要項

目である。本来、金利は借り手の信用度合

い等に応じて設定されるが、今回の事例で

は一律金利を採用していた。そのなかで、

事例Ａにおいては高い金利が設定されてい

るものの、それでも組合員の利用はある。

事例Ｂにおいては、高く設定されているわ

けではなく、むしろ低く抑えられている。

事例Ａも事例Ｂも一律金利を採用すること

によって、低ランクの借り手、すなわちリ

スクの高い借り手がリスクに見合う水準よ

り低い金利を付され、利得を得ている可能

性が示唆された。しかし、その一方で、同

じ一律金利を採用しているにもかかわらず、

事例Ｃの仕組みは縮減されている。事例Ｃ

は外部の貸し手による貸出であり、一律金

利でかつ無担保貸出を原則としているので、

いずれのスクリーニング効果も発揮されな

い。連携縮減の原因の一端がここにあるか

もしれない。

第４に担保である。本稿の全ての事例は、

無担保・無保証を貸出の原則としていた
（注23）
。

これにより信用へのアクセスの可能性を広

げている。

もちろん、担保には情報の非対称性を軽

減する効果があり、リスクを借り手に負担

させながらスクリーニングする機能がある

（Bester（1985））。例えば、担保を要する借

入れを希望しない者は、借り手から除かれ

る。しかし、それは単に貸し手が望む資産

を持ち合わせていないだけかもしれないし、

現実にはそういった例があると考えられる。

小規模農家にとって担保となる資産が不足

事例Ａにおいて、事例の合作社の金利水準

が、近隣の農商銀行等の身近な金融機関よ

り高いにもかかわらず、借り手である組合

員は、提示金利を支払う条件で合作社から

資金を借り入れている。身近な金融機関が

事例合作社と同じ貸出金利で貸し出す例が

見受けられないことから、この意味におい

て割当が存在すると推察することができる。

第２に包摂のターゲットである
（注22）
。事例Ａ

は合作社が組合員（小規模農家）を、事例Ｂ

は貧困扶助指定地域の団体を通じて貧困層

に、事例Ｃは農村部の村民全体を対象とし

ていた。事例Ｂは合作社の組合員で小規模

農家、事例ＣはＣ農商銀行が農家評価シス

テムと呼んでいたように、ほとんどが農家

で小規模であるから、どの事例も小規模農

家が主たるターゲットである。

小規模農家を包摂する際に障害となりう

る割当の手段として融資規模がある。借入

れの規模によって貸し手が借り手のタイプ

を識別し、融資対象を選別することとなる

が、小規模農家の借入額は少額であること

が多いため、それに対応しないことは小規

模農家を融資対象から除外することになり

かねない。今回の全ての事例は、こうした

少額資金にも対応していた。

第３に金利である。金利にもスクリーニ

ング機能があり、割当の手段となりうる。

提示金利が高ければ借入れが難しいであろ

う。また、高金利では、Stiglitz and Weiss

（1981）の前提にあるような低リスク低リ

ターンの比較的安全な借り手を排除するこ

ともある。
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おわりに

中国の農村部における貸し手による割当

は、少なくとも「資金需要があるにもかか

わらず、金融機関が借り手の信用状態に応

じて貸出制限を行うこと、および借り手に

対して貸出枠を設定する状況（渡辺・佐々木

編（2004））」という意味では厳然と存在す

る。割当が融資における包摂からの除外に

相当するとすれば、小規模農家は包摂の難

しいもしくは遅れる対象である。しかしな

がら、包摂の本来の目標からすれば、包摂

からの漏れをなくすことが試みられなけれ

ばならないであろう。そして、そこには包

摂からこぼれおちそうな小規模農家が確か

に存在する。したがって、包摂を見る場合

には、こうした個別事例をつぶさに見てい

く必要があろう。

本稿から言及できることは、貸し手によ

る割当があるなかで、地域内の小規模農家

をよく知る貸し手が融資を行っている本稿

の事例は、地域限定的かつ小規模だが包摂

に貢献しているということである。

事例を確認していくと、事例ＡおよびＢ

からは、必要な資金の供給が不十分となり

がちな小規模農家に、一定程度ではあるが

資金を供給できている事実が浮かび上がる。

加えて、少なくとも事例Ｂの宜農貸の例か

ら言えるのは、資金を提供する者や募る者

も、小規模農家をよく知る貸し手を活用す

ることで、彼らに資金を供給し、包摂に寄

与することができるということである。

することは往々にしてあるだろう
（注24）
。

第５にランク分けである。Riley（1987）

によれば、借り手がいくつかのリスクプー

ルに分けられるならば、割当は限界的なプ

ールに生じる。「リスクプール」はランク、

「限界的」は最もリスクの高いと読み替え

ても差し支えない。したがって、割当は最

もリスクの高いランクに生じうる。

事例ではＣのみが、融資規模を限定して

ランク分けをしている。Riley（1987）のと

おりであるなら、最もリスクの高いランク

に割当が生じるが、ここでは貸出枠を設け

てあり、その範囲において包摂がなされて

いる。
（注21） 割当の有無については議論があるかもしれ
ない。中国 村合作 管理学会 （2016）では、
直接的な言及はないものの、合作社の信用事業
に一定の理解を示している。そこで念頭に置か
れているのは、融資を必要とするものがいるに
もかかわらず資金供給が困難なこと、それを解
消する手段のひとつとして合作社の信用事業に
可能性を見いだしていることである。こうした
ことから、割当があることを想定していると考
えられる。

（注22） 割当が生じる要因のひとつにシグナル（情報
を持つ側からの情報提供）を発信することができ
ないことがある（Stiglitz and Weiss（1981））。
情報の非対称性は何らかのシグナルの発信によ
り軽減される。本項第 2の融資規模から第 5の
ランク分けまではシグナル候補である。

（注23） 中国では、融資に際し担保を徴求すること
が多く、他国と比べてもその傾向が強い（World 
Bank（2018））。同国の農地は集団所有であり、
個別農家は農地の経営権を担保とすることがで
きるが、その資産価値は低いと言われている。

（注24） 担保という保全措置により、金融機関の貸
出リスクは引き下げられ、貸出金利が低くなり、
借り手は期待収益の低い計画でも実行可能とな
るなど投資が行いやすくなるという誘因効果も
ある。
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応可能であることが物語っているように、

対応可能な主体が持てる資源を対応可能な

領域で発揮し、役割を果たしていくことが

課題解消へ向けた第一歩となるのではない

か。そして、こうした地元の主体とともに、

それ以外の役割を担う地域外の主体が連携

して、様々な主体が様々な領域で役割を果

たしていくことも課題解消に寄与すると考

えられる。こうした多様な主体によるそれ

ぞれの役割発揮の積み重ねにより包摂の範

囲を拡大していくことで、誰もがアクセス

可能な状態に近づいていくように思える。

事例は小範囲で、ほぼ小規模農家に絞られ

ているが、包摂実現への積み重ねのなかの

一例として参考となるであろう。

小規模農家には貧困層も多く、小規模農

家の生計向上や貧困の解消は、中国政府の

最大の課題のひとつである。本稿の事例は

この点からも一層評価されてよいと考える。
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【補論】

　以下では、本論の事例Ａ、事例Ｂ、事例Ｃの経済理論的考察を行ううえでの考え方を示す。

１　事例Ａ
　タイプの異なる２種類の借り手がおり、借り手の期待効用は各タイプで同じだが、効用の分散が各タイプで異
なる（Mean Preserving Spread）とする。外部の貸し手は借り手のタイプを識別できず、内部の（特定地域内にあっ
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て借り手の情報をよく知る）貸し手はそれが可能であるとする。貸し手と借り手はリスク中立的であるとする。
　借り手をi∈［1,2］、借り手の事業収益獲得確率をθi、借り手の借入資金運用による事業収益をYi、貸借の金利を
ri、借り手が事業を行わないときに得られる留保賃金をw、貸し手がリスクのない運用を行う場合の金利をρとす
る。内部の貸し手が唯一の貸し手として利潤最大化行動をとるならば、以下を解けばよい。

　θiYi－ρ wであれば、均衡はそれぞれri
＊=（θiYi－w）⁄θiであり、貸し手は各タイプの借り手に貸し出すことで、各

取引からθi ri－ρを得る。この場合、いずれのタイプの借り手も期待効用はwとなる。
　しかし、事例Ａでは一律に金利を付している。事例Ａで設定された金利が、全てのタイプの借り手の参加条件を
クリアしているとすれば、リスクの高いタイプに金利を合わせることはないから、リスクの高い借り手は一律金利
であるがゆえにレントを得られる。仮にこのタイプが小規模農家であるならば、貸し手が独占的にふるまうことが
可能であるにもかかわらず、そうしないことで小規模農家にメリットを提供していることになる。

２　事例Ｂ
　事例Ｂの場合も地域内に地域の情報をよく知る貸し手は資金受取団体である農民専業合作社のみである。した
がって、資金受取団体が資金を受け入れた後の行動は、事例Ａと同じである。
　資金提供者と宜農貸から資金受取団体までの第１段階は、Eswaran and Kotwal（1985）を援用しながら説明す
る。
　今、資金提供者と地域の情報をよく知る貸し手がいるとする。貸出から収益を上げるためには、資金と労働の投
入が必要である。そして、①必要な資金を必要量調達するには能力が必要であり、資金を運用する（貸し出す）に
は②融資先を見定め、債権を管理するなどの能力が必要である。資金提供者は①、貸し手は②の能力に長じている
と想定するのが自然であろう。
　ここではEswaran and Kotwal（1985）が提示しているモデルは省略するが、本稿と関連する部分におけるモデ
ルの帰結は、資金提供者の貸出能力（②）が貸し手に近い水準ならば、自らが直接個別融資先を見定め、個別債権
を管理すればよい。一方で、貸し手の資金調達能力（①）が資金提供者に近い水準ならば、自らが資金を広く募集
し、資金提供を受ければよい。しかし、この事例Ｂでは仲介者として宜農貸が存在し、貸し手は資金提供を受ける
ことができる。それによって、資金提供者が貸し手に迫る貸出能力（②）を持つ以上に、貸し手が資金提供者に迫
る資金調達能力（①）を持つと考えることができる。この場合、資金提供者は定額で資金を提供し、貸し手は自ら
の努力水準によって報酬を増加させるような契約が合理的である。したがって、事例Ｂにおいて、資金提供者が宜
農貸を介して年利２％の固定利率で貸し出し、資金受取団体が自由に金利を設定して、個別の資金需要者に貸し出
すことは合理的な契約であると言える。

３　事例Ｃ
　事例Ｃは、地域内の借り手のタイプを知らない地域外の貸し手が複数存在するなか、その１つである貸し手のみ
が、地域の情報をよく知る者と連携し、地域内の借り手に関する情報を得ることで、あたかも地域内の借り手の情
報を知る貸し手のようにふるまおうとする例である。
　ここではStiglitz and Weiss（1981）の帰結を考慮する。したがって、貸し手の期待収益と利子率との関係が非単
調増加であり、借り手の期待効用は各タイプで同じだが、各タイプの効用の分散が異なると仮定する。以下の記号
の表記は事例Ａと同じである。
　地域外の貸し手は、地域内の借り手のタイプを知らずに貸出金利を設定する。あまりに高い金利設定でどのタイ
プの借り手もいない場合を除けば、２つのケースが考えられる。１つは、∑iθi ri<ρ<（∑iθiYi）－wのとき、２つは、
ρ<∑iθi riのときである。
　前者は、全てのタイプに利用される利子率水準から得られる貸し手の期待収益（∑iθi ri）の水準がρより低いの
で、一部のタイプが借り手となる。これを借り手Ｃ（ i＝1）とする。借り手Ｃは、外部および内部の貸し手の利
子率が一致するなかで借りることができる。なぜなら、地域内外の貸し手が競争的な状態にあるためである。しか

 Max θi ri ri

 s. t.θi（Yi－ri） w
 θi ri ρ
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し、その他のタイプの借り手については、外部の貸し手が提示している利子率では借りない。このとき、内部の
貸し手はタイプごとの金利設定が可能であるので、借り手Ｃを除くその他のタイプに対して事例Ａと同様に唯一
の貸し手としての対応が可能である。
　後者は、全てのタイプに利用される利子率水準から得られる貸し手の期待収益の水準がρより高い。したがっ
て、いずれのタイプも借り手となる。
　このとき、内外の貸し手が競争状態にあるから、金利水準はρに収束していく。しかし内部の貸し手は全ての
タイプの情報を持っているので、相対的に安全なタイプの借り手に対してのみρより低い金利を提示することが
できる。一方の外部の貸し手は情報を持たないため、全てのタイプに同じ金利を提示せざるを得ないが、これで
は参加条件を満たさない。なぜなら外部の貸し手の提示金利で借りる借り手は、相対的に危険な借り手のみとな
り、その場合、外部の貸し手はより高い金利を提示しなければ参加条件を満たせないからである。
　したがって、内部の貸し手は相対的に安全な借り手のみに参加条件を満たす金利で貸し出し、外部の貸し手は
相対的に危険な借り手のみに参加条件を満たす金利で貸し出すこととなる。もちろん、参加条件を満たす金利は、
安全な借り手への貸出金利が危険な借り手への貸出金利より低い。
　しかし、事例Ｃの貸し手はタイプ別に金利を設定していない。そのため、理論的にはその他の地域外の貸し手
と同じ扱いとなり、事例Ｃの貸し手はレントが得られない可能性がある。もし貸し手がレントが得られないなら、
Ｃ村民委員会に一定の報酬を支払うことはコストとなりうる。事例Ｃの貸し手がこの連携を控えるようになった
理由はこのように説明することもできる可能性がある。
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